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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザによって装着されるように構成された装着可能な電子デバイスであって、
　　　　ハウジングと、
　　　　視認可能な光画像を取得するように構成され、前記ハウジングに関連付けられた
１つまたは複数の撮像センサと、
　　　　前記ユーザにデータを提供するためのデータ報告アクセサリと、
　　　　前記１つまたは複数の撮像センサからの画像を管理しおよび処理するための少な
くとも１つのマイクロプロセッサと、
を備えた、前記装着可能な電子デバイスと、
　提案された血管アクセス部位に隣接して位置する皮下構造の画像を取得するための外部
の皮下撮像デバイスと、
　前記血管アクセス部位における、患者の静脈の中への挿入のための血管アクセスデバイ
スと、
を備えた静脈アクセス確認のためのシステムであって、
　前記装着可能な電子デバイスは、
　　　前記皮下撮像デバイスによって取得された画像を処理して、前記血管アクセスデバ
イスの挿入のための好ましい静脈を決定し、
　　　前記血管アクセスデバイスの注入部分のための好ましいサイズを、前記好ましい静
脈のサイズに基づいて見積もり、
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　　　前記データ報告アクセサリを介して、前記ユーザに前記注入部分のための前記好ま
しいサイズを報告し、
　　　前記血管アクセスデバイスの前記注入部分の実際のサイズを決定するために、前記
１つまたは複数の撮像センサから前記血管アクセスデバイスの少なくとも１つの視認可能
な光画像を処理し、
　　　前記血管アクセスデバイスの前記注入部分の前記決定された実際のサイズが、前記
血管アクセスデバイスの前記注入部分のために前記見積もられた好ましいサイズとは異な
るとき、前記装着可能な電子デバイスの前記ユーザに警報を提供する、
ように構成されたことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記血管アクセスデバイスに関する情報を含む、またはそれと関連付けられた少なくと
も１つの識別タグをさらに備え、前記少なくとも１つの識別タグは、前記血管アクセスデ
バイスに取り付けられ、または一体に形成されており、前記１つまたは複数の撮像センサ
は、前記少なくとも１つの識別タグの視認可能な光画像を取得するように構成されること
を特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの識別タグは、２次元バーコード、３次元バーコード、近距離無線
通信デバイス、または光学的な文字認識アルゴリズムにより読み取り可能なテキストを有
するラベルを含むことを特徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記装着可能な電子デバイスは、前記取得された視認可能な光画像上の前記少なくとも
１つの識別タグを識別し、および、前記血管アクセスデバイスの前記注入部分の実際のサ
イズを決定するために、前記少なくとも１つの視認可能な光画像を処理することは、前記
少なくとも１つの識別タグから、前記血管アクセスデバイスの前記注入部分の前記実際の
サイズを含む情報を抽出することを含むことを特徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
　前記装着可能な電子デバイスは、頭部装着型コンピュータであり、前記データ報告アク
セサリは、仮想レイヤを前記ユーザの視野に投影するように構成された投影プリズムであ
ることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記装着可能な電子デバイスの前記データ報告アクセサリは、前記ハウジングと一体に
形成され又は関連付けられた拡張現実感表示を含むことを特徴とする請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項７】
　前記血管アクセスデバイスの前記注入部分のために前記好ましいサイズを前記ユーザに
報告することは、前記ユーザが、前記注入部分の前記見積もられた好ましいサイズが前記
好ましい静脈に適していると見られるように、前記好ましい静脈の位置と注入部位の位置
とを前記拡張現実感表示を介して前記ユーザの視野のフィールド内に投影することを含む
ことを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記好ましい静脈の位置を前記ユーザの視野のフィールド内に投影することは、前記１
つまたは複数の撮像センサによって取得された前記視認可能な光画像を処理することによ
って得られた解剖位置情報の少なくとも一部に基づくことを特徴とする請求項７に記載の
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば血管アクセスデバイスを使用する挿入処置の間に、向上させた静脈の
可視化を提供する等の、処置のガイダンスを要求する侵襲性処置の可視化を向上させるた
めのシステムおよび方法に関し、より詳細には、装着可能な電子デバイスを用いて手を使
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用せずに動作するシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　血液サンプリングは、患者から少なくとも１滴の血液を抜き取ることを含む一般的な健
康管理処置である。血液サンプルは、入院した、在宅治療の、および救急処置室の患者か
ら、一般に、フィンガースティック(finger stick)、ヒールスティック(heel stick)、ま
たは静脈穿刺により採取される。収集された後、血液サンプルは、分析されて、化学的な
組成、血液学、凝固などを含む医学的に有用な情報を得ることができる。
【０００３】
　同様に、患者への液送達は、注射器、自動注射器、ペン型注射器、カテーテル、および
輸液デバイスを含む様々な血管アクセスデバイスを用いて達成される。医療の場において
、臨床医または技術者は、患者の静脈の中に針を挿入することによって注入を行う。治療
薬は、直接または受動的に、針を介して患者に提供される。例えば、医療技術者は、注射
筒を介してピストンロッドおよびプランジャーを押すことにより液を注入し、そこから液
を排出することができる。あるいは、治療薬は、輸液セットを介してＩＶバッグから受動
的に提供され得る。
【０００４】
　液サンプリングまたは液送達処置を行う前に、臨床医または技術者は、いずれかの必要
な医療器具およびデバイスを得ることを担当する。臨床医または技術者はまた、体温、心
拍数、または呼吸を調べることにより、患者の初期診察を行うことを担当することができ
る。臨床医または技術者は、患者のカルテ、または他の印刷された指示における記載を再
検討して、これらの初期ステップが正しく行われること、およびいずれかの必要な機器が
入手されていることを保証することができる。あるいは、技術者は、入手された機器上の
バーコードまたは識別表示を走査して、いくつかの品目が使用されていることを記録する
ことができる。医療の専門家は、次いで、液サンプルを得るか、または液の注入を行う。
サンプルが収集された、または液が注入された後、臨床医または技術者は、処置が完了し
たことを適切に文書化することが必要になり得る。例えば、臨床医または技術者は、処置
が完了した時間、実施された処置の記述、および何らかの異常な、もしくは予想外の出来
事に関する記録を含む記載を患者のカルテに書き込むことができる。さらに、液サンプル
を得る場合、医療の専門家は、検査前にサンプルが損なわれないようにするために、改ざ
ん防止シールで収集されたサンプルを閉じる、または封止することを担当することができ
る。技術者または臨床医は、例えば、シールを覆っている破れやすいラベル上に、自分の
名前もしくはイニシャルを署名することによりシールを検証することを担当することがで
きる。
【０００５】
　多くの医療施設では、これらの準備、確認、および文書化作業は、医療処置が行われて
いるとき、または処置が完了した後に、臨床医または技術者によって手動で行われる。例
えば、臨床医または技術者は、サンプルを検査のために移送する前に、患者に関する識別
情報を用いて各収集された液サンプルに手動でラベル付けすることを担当することができ
る。同様に、臨床医または技術者は、患者に注入された液のタイプを患者のカルテに手動
で記録することを担当することができる。医療の専門家はまた、処置が行われた日付およ
び時間を記録するものと予想され得る。いくつかの状況では、臨床医または技術者は、コ
ンピュータ、ラップトップコンピュータ、テーブルＰＣ、スマートフォン、または同様の
容易に移動できるコンピューティングデバイスなど、電子的な記録手段を備える。しかし
、技術者または臨床医は、なお、手動で電子デバイスに情報を入力することを担当する。
あるいは、データ入力技術者は、臨床医または技術者により取られた記録に基づき、実施
された処置に関する情報を電子的に入力することを担当することができる。さらに、多く
の大規模な医療施設は、患者情報を電子的に記憶するための電子的な患者データベースを
利用する。しかし、このような電子的なデータベースであっても、臨床医もしくは技術者
によるデータの手動入力、または臨床医もしくは技術者により取られた同時期の記録に基
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づいた後のデータ入力をなお必要とする。
【０００６】
　液サンプリングまたは液送達処置の前、その間、およびその後に必要な数多くの手動ス
テップは、ユーザエラーの機会を生ずる。ユーザエラーは、不完全な、もしくは正しくな
い処置を実施させることになり、または患者データを失う結果になるおそれもある。例え
ば、臨床医または技術者は、正しくない液量、正しくない液タイプもしくは濃度を注入す
る可能性があり、または実施される検査に対して、十分な量の液サンプルを得られない可
能性もある。医療の臨床医もしくは技術者はまた、液サンプルが得られたこと、またはど
のような条件下でサンプルが得られたかを正しく記録することを忘れる可能性もある。さ
らに臨床医または技術者は、どの患者が特定の液サンプルを提供したかを正しく記録する
のに失敗する可能性がある。これらの問題は、患者を害するおそれがあり、または少なく
とも、いくつかの液サンプル処置を繰り返す必要があり得る。したがって、医療処置を実
施し、かつ記録することにおいて臨床医または技術者を支援する、患者に液を送達するた
めのシステム、および検査標本を取得するためのシステムが求められている。システムは
、このような処置中に一般に生ずるエラーを阻止するように構成されるべきであり、また
誤りが生じたとき、視覚的または聴覚的な警告を提供すべきである。システムはまた、既
存の患者データシステムと自動的に統合されるべきであり、したがって、実施する処置の
タイプに関する情報は、臨床医または技術者には容易にアクセス可能である。さらに処置
が実施されたことの確認、および処置に関する関連情報は、患者データが失われていない
ことを保証するために、患者の医療レコードに自動的に、かつ直接提供され得る。以下で
述べられるシステムおよび方法は、これらの問題のいくつか、またはすべてに対処するよ
うに提供される。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本明細書で提供されるシステムおよび方法は、薬剤の輸液および送達エラーの危険を低
減し、かつ患者への薬剤および液の液送達を識別し、確認し、かつ記録するための臨床的
な作業の流れを改善する。これらの識別、確認、および文書化作業は、実時間で、かつ臨
床的な使用時に達成される。
【０００８】
　本システムは、臨床的な使用時に、手を使用せずにこのような利益を提供するように設
計される。同様に、結果の報告を通して、収集の時点からの信頼できる検査標本の過程管
理（chain of custody）を確立するためのシステムおよび方法がまた、提供される。シス
テムは、自動的な、非臨床的に破壊的な（non-clinically disruptive）、手を使用しな
い方法で、標本識別、収集確認、サンプルおよび結果の追跡、ならびに患者データシステ
ムへの統合を確立することを可能にする。最後に、システムは、例えば血管アクセスデバ
イスの挿入等の処置のガイダンスを必要とする侵襲性処置の間に、成功を高めるために、
向上したかしかをさらに提供することができる。システムおよび方法は、血管の解剖学的
構造視覚化およびマッピング、静脈およびデバイス選択支援、ならびに血管アクセスデバ
イス（または他の皮下注入デバイス）の挿入成功のための手段、および使用中における留
置した血管アクセスデバイス（末梢ＩＶカテーテル、血液収集セット、末梢挿入型中心静
脈カテーテル（ＰＩＣＣ）、中心静脈ラインなど）の評価を含むことができる。
【０００９】
　これらの利益があると称される点を考慮すると、例えば血管アクセス処置の間の静脈等
の、侵襲性処置の間に解剖構造の可視化を向上させるための装着可能な電子デバイスが提
供される。装着可能なデバイスは、ハウジングと、ハウジング内に封入された、またはそ
れに関連付けられた少なくとも１つの撮像センサと、ハウジングと一体に形成された、ま
たはそれに関連付けられた視覚ディスプレイを含む。デバイスは、撮像センサで、患者の
血管アクセス部位の画像を取得するように構成され、画像を処理して、好ましい静脈の位
置を決定し、視覚ディスプレイを介して、位置の仮想血管トレースをユーザに表示する。
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【００１０】
　本発明の実施形態によれば、ユーザにより装着されるように構成された装着可能な電子
デバイスは、ハウジングと、ハウジングに関連付けられた少なくとも１つの撮像センサと
、ハウジングと一体に形成された、またはそれに関連付けられた視覚ディスプレイを含む
。装着可能な電子デバイスは、少なくとも１つの撮像センサで、患者の侵襲性アクセス部
位の画像を取得するように構成され、画像を処理して、所望の解剖構造の位置を決定し、
視覚ディスプレイを介して、解剖構造の仮想トレースをユーザに表示する。
【００１１】
　いくつかの構成において、侵襲アクセス部位は、血管アクセス部位であり、所望の解剖
構造は、所望の静脈である。装着可能な電子デバイスはまた、少なくとも１つの撮像セン
サおよび視覚ディスプレイを管理するためのマイクロプロセッサと、少なくとも１つの撮
像センサから画像を取得し、処理するためのプログラムを含むことができる。
【００１２】
　装着可能な電子デバイスは、ユーザによる入力または操作作業なしに、自動的に画像を
取得し、処理することができる。視覚ディスプレイはまた、ユーザに手を使用せずに仮想
トレースを提供することができる。いくつかの構成において、装着可能な電子デバイスは
、解剖学的マーカを識別することによって、所望の解剖構造の位置を決定するために画像
を処理し、解剖学的マーカの位置に基づいて所望の解剖構造の位置を決定する。解剖学的
マーカは、以下の、手首、指、親指、肘、肩、またはそれらの任意の組み合わせの少なく
とも１つを含む患者の体上の身体的な位置の１または複数のものとすることができる。解
剖学的マーカはまた、患者の皮膚上に提供された、または包帯に塗られる外部的に適用さ
れたマーカとすることができる。
【００１３】
　いくつかの実施態様において、仮想トレースは、挿入のための好ましいカテーテルの太
さを示すために色分けされる。装着可能な電子デバイスは、頭部装着型コンピュータとす
ることができ、視覚ディスプレイは、仮想レイヤをユーザの視野に投影するように構成さ
れた投影プリズムとすることができる。仮想レイヤは、仮想トレースおよびユーザインタ
フェースを含む。ユーザインタフェースは、患者情報部分、所望の解剖構造に関連する一
部の侵襲性アクセスデバイスを示す概略図、侵襲性アクセスデバイス情報部分、またはそ
れらの任意の組合せを含むことができる。
【００１４】
　仮想トレースは、ユーザの視野の中で実際の侵襲性アクセス部位にわたって仮想トレー
スを見るように、仮想レイヤの中に位置することができる。装着可能な電子デバイスはま
た、ハウジング内に封入された、またはそれと関連付けられた皮下の照明器を含むことが
できる。皮下の照明器は放射線ビームを含み、それは患者の皮膚に向けたとき、皮下構造
の可視性を向上させることができる。放射線ビームは、電球、発光ダイオード、レーザー
ダイオード、レーザーライトチューブ、またはそれらの任意の組み合わせによって提供さ
れ得る。
【００１５】
　装着可能な電子デバイスはまた、ユーザが、装着可能な電子デバイスに手動でデータを
入力できるようにする周辺データ入力デバイスを含む。周辺データ入力デバイスは、モー
ションセンサ、ジャイロスコープ、圧力センサ、加速度計、タッチパッド、タッチスクリ
ーン、またはそれらの任意の組合せとすることができる。装着可能な電子デバイスはまた
、装着可能な電子デバイスのハウジング内に電源を含むことができる。
【００１６】
　いくつかの構成において、装着可能な電子デバイスは、外部電子デバイスにデータを送
る、またはデータをそこから受け取るためのデータ送信インタフェースをさらに含む。デ
ータ送信インタフェースは、患者データシステムにデータを送り、およびそこからデータ
を受け取るように構成され得る。患者データシステムから受け取られた情報は、実施され
る侵襲性処置に関する情報、特定の処置に必要な侵襲性アクセスデバイスに関する情報、
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または前記患者に関する情報を含むことができる。
【００１７】
　本発明の別の実施形態によれば、システムは、ユーザにより装着されるように構成され
た装着可能な電子デバイスを含む。装着可能な電子デバイスは、ハウジング、およびハウ
ジングと一体に形成された、またはそれに関連付けられた視覚ディスプレイと、血管アク
セス部位にごく近接した皮下構造の画像を提供するための外部の皮下撮像デバイスとを含
む。装着可能な電子デバイスは、皮下撮像デバイスにより取得された画像を処理して、侵
襲性アクセス処置のための所望の解剖構造の位置を決定し、視覚ディスプレイを介して、
ユーザに位置の仮想トレースを表示するように構成される。
【００１８】
　いくつかの構成において、外部の皮下撮像デバイスは、以下のもの、すなわち、超音波
モニタ、赤外線モニタ、磁気共鳴撮像モニタ、またはそれらの任意の組み合わせのうちの
１つから選択される。装着可能な電子デバイスは、侵襲性アクセス部位の画像を取得する
ためのハウジングと関連付けられた１または複数の撮像センサをさらに含む。装着可能な
電子デバイスは、１または複数の撮像センサにより取り込まれた侵襲性アクセス部位の画
像を処理して、仮想トレースの位置決めを決定するように構成され得る。画像は、皮下撮
像デバイスにより提供され、実時間で装着可能な電子デバイスの視覚ディスプレイを介し
て、前記ユーザに表示され得る。侵襲性アクセス部位の皮下画像は、装着可能な電子デバ
イス、またはデータ送信インタフェースを介して送信された外部データ記憶デバイスのデ
ータ記憶媒体に記憶され、画像は、将来の侵襲性アクセス処置のための侵襲性アクセス部
位を決定するためにアクセス可能とすることができる。
【００１９】
　本発明の別の実施形態によれば、静脈アクセス確認のためのシステムは、ユーザにより
装着されるように構成された装着可能な電子デバイスを含む。装着可能な電子デバイスは
、ハウジング、ハウジングに関連付けられた１または複数の撮像センサ、ユーザにデータ
を提供するためのデータ報告アクセサリ、および１または複数の撮像センサからの画像を
管理し、処理するための少なくとも１つのマイクロプロセッサを含む。システムはまた、
提案された血管アクセス部位に隣接して位置する皮下構造の画像を取得するための外部の
皮下撮像デバイスを含む。システムはまた、血管アクセス部位において、患者の静脈の中
への挿入のための血管アクセスデバイスを含む。装着可能な電子デバイスは、皮下撮像デ
バイスにより取得された画像を処理して、血管アクセスデバイスの挿入のための好ましい
静脈を決定し、好ましい静脈のサイズに基づいて、血管アクセスデバイスの注入部分のた
めの好ましいサイズを見積もり、データ報告アクセサリを介して、ユーザに注入部分のた
めの好ましいサイズを報告するように構成され得る。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、システムは、血管アクセスデバイスに関する情報を含む
、またはそれと関連付けられた少なくとも１つの識別タグをさらに含み、少なくとも１つ
の識別タグは、血管アクセスデバイスに取り付けられ、または一体に形成されている。１
または複数の撮像センサは、少なくとも１つの識別タグの画像を取得するように構成され
る。
【００２１】
　少なくとも１つの識別タグは、２次元バーコード、３次元バーコード、近距離無線通信
デバイス、または光学的な文字認識アルゴリズムにより読み取り可能なテキストを有する
ラベルを含むことができる。装着可能な電子デバイスは、取得された画像上の少なくとも
１つの識別タグを識別し、少なくとも１つの識別タグから、血管アクセスデバイスのサイ
ズを含む情報を抽出するように構成され得る。装着可能な電子デバイスは、血管アクセス
デバイスのサイズが、好ましい静脈のサイズより大きいか、または小さいとき、ユーザに
警報を提供するように構成され得る。任意で、装着可能な電子デバイスは、頭部装着型コ
ンピュータであり、データ報告アクセサリは、仮想レイヤをユーザの視野に投影するよう
に構成された投影プリズムである。
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【００２２】
　本発明の別の実施形態によれば、向上させた可視化のためのデバイスで支援された静脈
への血管アクセスデバイスの挿入のための方法は、少なくとも１つの撮像センサを有する
装着可能な電子デバイス、および少なくとも１つの撮像センサにより取り込まれた画像を
処理するためのマイクロプロセッサで、可能性のある血管アクセス部位の画像を取り込む
ステップを含む。方法は、血管アクセス部位内の好ましい静脈位置を識別するために画像
を処理するステップと、装着可能な電子デバイスの視覚ディスプレイを介して、好ましい
静脈位置においてユーザに仮想静脈トレースを表示するステップとをさらに含む。
【００２３】
　いくつかの構成において、装着可能な電子デバイスは、頭部装着型コンピュータであり
、視覚ディスプレイは、仮想静脈トレースを含む仮想レイヤをユーザの視野に投影するよ
うに構成された投影プリズムである。
【００２４】
　本発明のこれら他の特徴および特性、ならびに構造の関連する要素および部品の組合せ
の動作方法および機能、製造の経済性は、本明細書の一部をそれらのすべてが形成する、
添付図面を参照して以下の記述および添付の特許請求の範囲を検討すれば、より明らかに
なろう。図中、同様の参照数字は、様々な図における対応する部品を指定する。しかし、
図面は、例示および説明のためのものに過ぎないこと、また本発明の限定を定義するよう
には意図されていないことを明確に理解されたい。本明細書および特許請求の範囲で使用
される場合、単数形「１つの（ａ）」、「１つの（ａｎ）」、および「その（ｔｈｅ）」
は、文脈が明確にその他の形を示していない限り、複数の指示対象も含む。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の原理による患者の薬剤および液の送達を確実に行うための手を使用しな
いシステムの概略図である。
【図２】図１のシステムに対する視野表示の概略図である。
【図３Ａ】本発明の原理による、眼鏡の形態の装着可能な電子デバイスと患者識別デバイ
スとを有する患者の薬剤および液の送達を確実に行うための手を使用しないシステムの概
略図である。
【図３Ｂ】本発明の原理による、手首に取り付けられたデバイスの形態の装着可能なデバ
イスと患者識別デバイスとを有する患者の薬剤および液の送達を確実に行うための手を使
用しないシステムの概略図である。
【図４】本発明の原理による患者の薬剤および液の送達を確実に行うための手を使用しな
いシステムの概略図である。
【図５】本発明の原理による、検査標本の識別を確立し、かつサンプル追跡を行うための
手を使用しないシステムの概略図である。
【図６】図５のシステムに対する視野表示の概略図である。
【図７】本発明の原理による、侵襲性デバイスの挿入中に向上させた視覚化を行うための
システムの概略図である。
【図８】本発明の原理による、侵襲性デバイスの挿入中に向上させた視覚化を行うための
システムの概略図である。
【図９】図８のシステムに対する視野の概略図である。
【図１０】図９のシステムに対する視野の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下の記述は、当業者が、本発明を実行するように企図された前述の諸実施形態を製作
し、かつ使用できるように提供される。しかし、様々な変更形態、等価な形態、変形形態
、および代替形態は、依然として当業者には容易に明らかとなろう。任意のかつすべての
このような変更形態、変形形態、等価な形態、および代替形態は、本発明の趣旨および範
囲に含まれるように意図されている。しかし、本発明は、明示的にその反対が指定される
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場合を除き、様々な代替の変形形態、およびステップのシーケンスを取り得ることを理解
されたい。添付の図面で示され、かつ以下の明細書で述べられた特定のデバイスおよびプ
ロセスは、本発明の単なる例示的な実施形態であることも理解されたい。したがって、本
明細書で開示される実施形態に関連する特定の寸法、および他の物理的な特性は、限定す
るものと見なされるべきではない。本発明の理解を容易にするために、添付図面および記
述は、その好ましい実施形態を示しており、それらのものから、本発明、その構造の様々
な実施形態、構成、および動作方法、ならびに多くの利点が理解され、かつ認識され得る
。
【００２７】
　本発明は、処置上のガイダンスを必要とする侵襲性の処置を含む、臨床的な使用時にお
ける様々な医療処置の手を使用しない識別、確認、および文書化のためのシステムおよび
方法を対象とする。例示的な処置は、これだけに限らないが、薬剤および液の送達、標本
もしくはサンプル収集、ならびに／または血管アクセス処置を含む。システムは、以下で
医療技術者と呼ばれるユーザもしくは操作者による肯定的な動作を必要とすることなく、
データを収集し、かつ記録することにより、既存の患者データシステムに対して向上させ
る。より具体的には、システムは、以下で医療技術者と呼ばれるユーザもしくは操作者が
、手動で情報を記録する必要がなく、または現在、既存の患者データシステムで必要とさ
れる、スキャナ、カメラ、キーボード、もしくはタッチスクリーンなど、データ入力デバ
イスを操作する必要がなく、必要な識別、確認、および文書化作業を実施できるようにす
る。システムは、技術者のエラーの可能性を低下させることにより、臨床的な作業の流れ
、およびデータ入力の完全性を向上させる。さらに、システムは、患者および医療技術者
に対する感染の危険を低減する。特に、医療技術者は、データ入力デバイスに触れる、ま
たは操作する必要がないので、入力デバイスが汚染される危険が低減される。
【００２８】
　システムは、すでに使用された使い捨ての医療デバイスを含む既存の機器、ならびに既
存の患者データベースおよび患者監視ソフトウェアと統合され得る。したがって、システ
ムは、医療施設側におけるさらなる機器または資本基盤の改善を必要としない。同様に、
システムは、特定の医療施設の処置および慣行と容易に統合され得る。
【００２９】
　図１を参照すると、臨床的な使用時において、手を使用しない患者への液送達の保証お
よび検証を行うためのシステム１０ａが示されている。システム１０ａは、患者データシ
ステムなどの外部ソースから、実施される液送達に関するデータを有効に入手し、液処置
が行われたことを記録し、かつその処置の確認を外部ソースに送る。システム１０ａは、
手を使用せずに、実時間の患者情報、警告、薬剤識別、および投与確認を提供することに
より、投与する時点で、薬剤エラーの危険を低減するために提供される。
【００３０】
　システム１０ａは、装着可能な電子デバイスを含む。好ましく、かつ非限定的な実施形
態では、装着可能な電子デバイスは、以降で「装着可能な電子デバイス１８」と呼ばれる
、拡張現実感表示を備えた装着可能なコンピュータである。例示的な装着可能な電子デバ
イス１８は、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃｏｒｐ．、Ｍｏｕｎｔａｉｎ　Ｖｉｅｗ、ＣＡにより作成
されたグーグルグラス（Google Glass）技術を組み込む眼鏡など、頭部装着型デバイスと
することができる。グーグルグラス技術は、現在市販されていないが、グーグルグラスま
たは同様の製品が市販された場合、当業者であれば、本発明のシステムで容易に実施され
得ると考えられる。あるいは、装着可能な電子デバイス１８は、グーグルグラス技術をこ
れも組み込んだ頭部装着型のフェイスシールドとすることができる。さらなる実施形態で
は、装着可能な電子デバイス１８は、グーグルグラス技術をこれも組み込んだ手首に取り
付けられたデバイスとすることができる。装着可能な電子デバイスはまた、実施される特
定の液送達処置に基づき、他の形状および構成を有することもできる。例えば、装着可能
な電子デバイスは、医療技術者の衣服に取り付けられたボタンもしくはピン、手首に装着
された時計、ネックレス、ペンダント、または任意の他の種類の目につかない、容易に運
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べる品目とすることができる。
【００３１】
　装着可能な電子デバイス１８は、医療技術者の視野の中へと延びる投影プリズム、フェ
イスシールド、または手首に装着されたディスプレイなど、表示部分１６を有する帽子、
ヘルメット、フェイスシールド、リストバンド、またはフレーム２０（例えば、１つの眼
鏡用フレーム）を含むことができる。表示部分１６は、投影プリズムの場合などでは、装
着者の目に近接して配置され得る。表示部分１６は、より遠く離れて見たより大きな画面
と等価な装着者の視野内に、図２の投影されたレイヤなどの仮想レイヤを提示するように
構成される。例えば、表示部分１６が投影プリズムである例では、投影プリズムは、装着
者の目から１インチ（２．５４ｃｍ）未満に配置することができるが、８フィート（２．
４４ｍ）離れて見た２５インチ（６３．５ｃｍ）画面と同様に現れる閲覧可能な画面を提
示する。拡張現実感表示は、装着者の視野の一部を含む仮想投影もしくはレイヤ２２を投
影する。医療技術者の全体視野は、仮想レイヤ２２によって遮られない。医療技術者は、
なお、仮想レイヤ２２を超えるもしくは隣接した、現実レイヤ２４を「見る」ことができ
る。
【００３２】
　他の実施形態では、装着可能な電子デバイス１８のデータ表示部分１６は、コンピュー
タもしくはスマートフォンに対する標準のモニタなど、視覚ディスプレイとすることがで
きる。標準のモニタは、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、および発光ダイオード（ＬＥＤ）
ディスプレイを含む。モニタは、装着可能な電子デバイスと一体に形成することができる
、または技術者により見ることのできる外部の画面もしくはデバイスとすることができる
。装着可能な電子デバイス１８はまた、治療および患者情報を、これだけに限らないが、
オーディオ警告または触知可能な確認を含む他の伝達手段を介して、技術者に伝えること
ができる。例えば、装着可能な電子デバイス１８は、ビーという音を発する、または振動
して、問題が特定されたことを技術者に知らせることができる。
【００３３】
　装着可能な電子デバイス１８は、フレーム２０に取り付けられたコンピュータハウジン
グ２６または筐体をさらに含む。ハウジング２６は、必要な関連する電子装置を保持する
のに必要な任意の寸法とすることができる。コンピュータハウジング２６内の関連する電
子装置は、データ収集デバイスおよびセンサ、データ送信および通信回路、データ処理回
路、ならびにデータ表示および警告デバイスおよび回路を含むことができる。コンピュー
タハウジング２６は、操作者が通常の機能および動作を行うとき、装着者もしくは操作者
に実質的な障害を生ずることのない十分に小型かつ軽量なものであることが望ましい。
【００３４】
　データ収集デバイスは、実施される医療処置に関する情報を取得するために、様々なセ
ンサおよび記録装置を含むことができる。例えば、データ収集機能は、画像またはビデオ
取込みのために、デジタルカメラなどの１または複数の画像取込みデバイス１２を含むこ
とができる。いくつかの実施形態では、画像取込みデバイス１２は、静止もしくは動いて
いる２次元画像（複数可）、または３次元の解剖学的走査幾何形状を提供するように適合
され得る。画像もしくはビデオカメラは、通常、電荷結合素子（ＣＣＤ）もしくは相補型
金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）撮像センサ、レンズ、多機能ビデオ制御／デジタル信号処
理（ＤＳＰ）チップ、およびディスクリートの構成要素のセット（例えば、コンデンサ、
抵抗、およびコネクタ）からなる。ビデオ制御／ＤＳＰチップは、カメラ１２と一体に形
成され得る。あるいは、画像処理は、装着可能な電子デバイス上で、またはさらに外部コ
ントローラもしくはコンピュータで、いずれかで実施され得る。レンズは、本明細書で述
べるように撮像するのに有用な焦点範囲を含むことができる、またはビデオカメラは、自
動焦点機能を含むことができる。同様に、レンズは、ズーム機能を備えることができる。
チップ上のビデオ制御構成要素は、いくつかの画像取得タスクを実施するが、同じチップ
上のＤＳＰ構成要素は、雑音低減ならびに簡単な形のデータ圧縮および暗号化など、デー
タ処理アルゴリズムを実施する。ビデオ制御／ＤＳＰチップからのデジタル出力は、次の
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データ処理またはインタフェース段階における特定のチップ設計および入力構成に応じて
、パラレルもしくはシリアルの形態とすることができる。システムはまた、聴覚（例えば
、音声コマンド）入力のためのマイクロフォン、触覚入力のためのタッチ機構もしくはト
ラックパッド、加速度計、ジャイロスコープ、および同様のものを含むことができる。
【００３５】
　電子通信およびデータ送信デバイス、ならびに電子回路は、外部電子デバイスなどの外
部ソースとの間でデータを送り、かつ受け取るためのデータ送信インタフェース１４を含
むことができる。外部デバイスは、データ記憶デバイス、外部コンピュータ、いくつかの
コンピューティングデバイスからなるローカルのコンピュータネットワーク、またはイン
ターネットとすることができる。便宜上、これらの外部電子デバイスは、総称的にクラウ
ド１５と呼ぶこととする。データ送信インタフェースは、実際には、装着可能な電子デバ
イス１８、データ送信器、および外部ソースに取り付けられた外部受信器を含むパーソナ
ルエリアネットワーク（ＰＡＮ）を作成する。ＰＡＮは、技術者の体に近接した電話およ
び携帯情報端末（ＰＤＡ）を含むコンピュータデバイスの中で通信（例えば、データ送信
）を行うために使用されるコンピュータネットワークである。ＰＡＮは、パーソナルデバ
イスそれ自体の中で通信する（個人内通信）ために、またはより高水準のネットワークお
よびインターネットに接続する（アップリンク）ために使用され得る。無線パーソナルエ
リアネットワーク（ＷＰＡＮ）は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＷｉＦｉ、Ｚ－Ｗ
ａｖｅ、およびＺｉｇＢｅｅなどの無線ネットワーク技術を用いて可能になる。ＷｉＦｉ
（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ、ｂ、ｇ、ｎ）ネットワーク化プロトコルを使用する
ことができ、それは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）より大きな送信範囲を有するので
有利であるが、その結果、より大きな電力消費量も有する。デバイスから送信されたデー
タを受信し、かつ任意選択でデータを処理するための適切な外部ソースは、コンピュータ
、タブレットＰＣ、もしくはスマートフォン、および／または外部ハードドライブ、もし
くは記憶されたデータをバックアップするための他のデバイスを含む。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、データ送信インタフェース１４は、既存の患者データシステ
ムもしくはデータベースと統合される。スマートフォンなど、ハンドヘルド電子デバイス
と共に使用されるように統合されたモバイル患者データ取得および記録システムはまた、
データ送信インタフェース１４と統合され得る。これらのシステムは、ハンドヘルド電子
デバイスを用いて、ユーザが患者データを遠隔的に更新できるようにする。更新された情
報は、データ記憶場所へ転送され、そこで、将来使用するためにアクセスされ得る。市販
されているソフトウェアプラットフォームは、患者データの記録を調整するために使用す
ることができ、また看護する時点で、このようなデータに容易にアクセスできるようにす
るための機能を含むことができる。このような既存のデータベースのソフトウェアプラッ
トフォームとの統合の結果、本発明のシステム１０ａは、処置が実施されているときに、
患者データシステムまたはデータベースに記憶された患者データを自動的に更新すること
ができる。しかし、既存のシステムとは異なり、本システム１０ａは、医療技術者からの
直接入力を必要とせずに、患者データを自動的に更新する。したがって、システム１０ａ
は、患者データシステムに完全に、かつ自動的に統合される。それとは対照的に、以前に
は、データは、処置が行われた後に、医療技術者によって手動で入力されていた。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、装着可能な電子デバイス１８はまた、コンピュータハウジン
グ２６と一体に形成されたデータ記憶デバイス２１を含むことができる。非限定的な一実
施形態では、記憶デバイス２１は、ディスクドライブなどのデジタル記録装置であり、そ
れは、データを記憶媒体に記録する。別の実施形態では、記憶媒体はフラッシュメモリで
ある。記憶媒体は、例えば、ハードディスクドライブもしくは磁気テープなどの磁気デー
タ記憶媒体、またはフラッシュベースのメモリなど、任意のタイプの不揮発性メモリであ
る。フラッシュメモリは、ＭｉｃｒｏＳＤカード、ＵＳＢフラッシュドライブ、またはソ
リッドステートドライブで見られるＮＡＮＤもしくはＮＯＲタイプメモリを用いる不揮発
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性のコンピュータ記憶チップである。フラッシュメモリ（ソリッドステート媒体）に対し
て最適化されたファイルシステムは、組込みトランザクションファイルシステム（ＥＴＦ
Ｓ）、ｅｘＦａｔ、およびＦＦＳ２システムを含む。記憶媒体は、ランダムアクセスメモ
リ（ＲＡＭ）、または読出し専用メモリ（ＲＯＭ）とすることができる。メモリは、デバ
イスから取り外すことができる、またはハウジング内に恒久的に取り付けることができ、
かつデータ送信インタフェース１４を介して外部デバイスに転送可能であり得る。
【００３８】
　一実施形態では、装着可能な電子デバイス１８は、コンピュータハウジング２６内に含
まれる電池２３などの１または複数の電源をさらに含む。電池２３は、蓄積された化学エ
ネルギーを電気エネルギーに変換する１または複数の電気化学的セルを備える。有用な電
池の非限定的な一例は、リチウムイオン電池である。リチウムイオン電池は、電子デバイ
スでよく使用される再充電可能な電池である。リチウムイオン電池の容量は、丸１日もし
くはそれ以上にわたり、装着可能な電子デバイスに電力を供給するのに十分であることが
好ましい。しかし、デバイスが、連続して動作されないいくつかの場合では、デバイス寸
法および重量を減少させるために、より小さな容量の電池がさらに適切である。デバイス
で使用するのに適合可能な他のタイプの電池は、ニッケルカドミウム（ＮｉＣｄ）および
ニッケル水素（ＮｉＭＨ）電池を含む。電池２３は、再充電可能であることが好ましく、
その場合、デバイスは、電池再充電ポートをさらに含む。
【００３９】
　装着可能な電子デバイス１８のハウジング２６に含まれる電子デバイスおよび電子回路
は、マイクロプロセッサなどの１または複数のコントローラにより制御される。マイクロ
プロセッサは、データを受け取り、かつチップのメモリに記憶された命令に従ってデータ
を処理する１または複数の集積回路を含むチップである。マイクロプロセッサは、通常、
他の機能と共に、様々なセンサおよびデジタルカメラ１２からのデータ収集を管理し、デ
ータ記憶システムによるデータの記憶を指示し、かつ電子構成要素間でシステム資源を割
り振って電力消費量を低減させ、重複する電子システムに対する必要性を減らす。マイク
ロプロセッサは、様々なデータ収集を制御するためのソフトウェア、および収集されたデ
ータを処理するためのソフトウェアを含むことができる。同様に、マイクロプロセッサは
、収集されたデータを表示するための、ならびに技術者と対話するためのソフトウェアを
含むことができる。あるいは、コントローラは、装着可能な電子デバイスと、外部コンピ
ュータもしくはワークステーションなどの外部処理デバイスとの間で、データおよび命令
の転送を容易にすることができる。
【００４０】
　図１を続けて参照すると、システム１０ａは、プレフィルドシリンジ、ペン型注射器、
自動注射器、輸液セット、カテーテル、またはそれらの任意の組合せなどの液送達装置２
８を含む。装着可能な電子デバイス１８は、液送達装置２８を識別し、かつ認識するよう
に構成される。識別および認識を容易にするために、液送達装置２８は、それと一体に形
成された、またはそれに取り付けられた識別タグ３０を含むことができる。識別タグ３０
は、標準の２次元バーコード、３次元バーコード（例えば、ｑｕｉｃｋ　ｒｅａｄ（素早
く読み取る）（ＱＲ）コードなど）、ならびに当技術分野で知られた、様々なメーカ独自
の符号化されたコンピュータ可読タグおよびラベルとすることができる。識別タグ３０は
、液送達装置２８上に、またはその内部に一体に形成され得る。あるいは、識別タグ３０
は、液送達装置２８上に印刷される、または液送達装置２８に接着されたラベル上に印刷
され得る。いずれの場合であっても、装着可能な電子デバイス１８は、識別タグ３０を識
別し、かつそこから情報を抽出するように構成される。識別タグ３０は、薬剤タイプ、合
計の液量、製造者、針の寸法、液の保証期限、および同様のものを含む、液送達装置２８
およびそれに含まれる液に関する情報を提供することができる。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、装着可能な電子デバイス１８は、デジタルカメラ１２により
取り込まれた識別タグ３０の画像からデータを識別し、抽出するための画像処理機能を含
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むことができる。画像処理機能は、液送達装置２８上の様々な位置マーカを識別するよう
に構成され得る。位置マーカは識別タグ３０を指す場合があり、装着可能な電子デバイス
１８をトリガして、識別タグ３０の画像の取り込みを開始させることができる。適切な画
像が取り込まれると、画像処理機能は画像を評価し、識別タグ３０から情報を抽出する。
画像処理機能はまた、例えば、３秒などの時間遅延を含むことができ、それは、位置マー
カが、少なくとも３秒間、視野内に存在するまで、装着可能な電子デバイス１８が、識別
タグ３０の画像を処理もしくは読み取る試みを開始しないことを意味する。時間遅延機能
は、いつ画像処理が行われるかを制限することにより、計算能力を保存する。特に、技術
者が数秒間見るのに十分な関心のある識別タグ３０に限って走査されて、そこから情報が
抽出される。いくつかの実施形態では、少なくとも３秒間、技術者の視野内にない識別タ
グ３０は、重要ではないと想定され、したがって、読み取られない。
【００４２】
　あるいは、識別タグ３０は、標準の印刷された文字で、薬剤または治療薬の名前、およ
び量を含む標準の医療用ラベルとすることができる。装着可能な電子デバイス１８は、ラ
ベルの画像を取り込み、かつそれに含まれている情報を読み取るように構成され得る。例
えば、システム１０ａは、印刷された医療用ラベルなど、印刷されたテキストからデータ
を抽出するように構成された光学的な文字認識アルゴリズムを含むことができる。したが
って、システムは、既存の液送達装置２８および注射器と共に使用することができ、さら
なるタグもしくは電子位置決めデバイスが追加される必要はない可能性がある。
【００４３】
　別の代替的実施形態では、識別タグ３０は、装着可能な電子デバイス１８に関連付けら
れたスキャナ、送信器、またはアンテナにより識別され、かつ読み取ることのできる読み
取り可能な信号を投影できる無線周波数識別（ＲＦＩＤ）タグまたは電子デバイスなど、
近距離無線通信（ＮＦＣ）デバイスとすることができる。ＮＦＣデバイス、またはＲＦＩ
Ｄタグを含めることは、データ抽出プロセスを簡単化する。特に、ＮＦＣデバイスまたは
ＲＦＩＤタグから情報を抽出するために、画像処理は必要としない。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、識別タグ３０は、液送達が行われる直前など、特定の時間に
読み取ることが可能であるに過ぎない選択的に視認可能なタイプのインクを用いて、液送
達装置２８に印刷されるか、または取り付けられ得る。液送達が完了した後、別の、また
は変更された識別タグ３０が見えるようになり、使用の終了、または注入が完了したこと
を示すことができる。
【００４５】
　システム１０ａはまた、液の送達がいつ行われたかを識別するための手段、または任意
選択で、液送達量を推定するための手段を含むことができる。システム１０ａは、液送達
処置中に、プランジャー３２またはピストンロッド３４など、作動機構または液排出機構
の動きを追跡することにより、液の送達を監視することができる。いくつかのさらなる実
施形態では、識別タグ３０は、プランジャー３２またはピストンロッド３４の位置を推定
するために使用され得る。例えば、画像処理ソフトウェアは、識別タグ３０の位置に対す
るプランジャー３２またはピストンロッド３４の初期位置を記録することもできる。プラ
ンジャー３２またはピストンロッド３４が、識別タグ３０の位置に対して移動したとき、
画像処理ソフトウェアは、注入が開始したと決定する。プランジャー３２またはピストン
ロッド３４が、識別タグ３０から所定の距離を前進したとき、注入が完了したと想定され
得る。
【００４６】
　システム１０ａはまた、液送達装置２８上の他のマーカに対して、プランジャー３２ま
たはピストンロッド３４の位置を自動的に識別するように構成され得る。いくつかの実施
形態では、マーキングは、注射筒上の目盛りが付けられた線または表示とすることもでき
る。その場合、マーキングに対するプランジャー３２またはピストンロッド３４の動きは
、開始および投与だけではなく、送達される液量を決定することもできる。さらなる実施
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形態では、プランジャー３２は、デジタルカメラ１２により取り込まれた画像上で容易に
識別可能なコーティングもしくはインジケータを含むことができる。あるいは、コーティ
ングは、紫外光もしくは赤外線検出器など、別の走査要素から容易に検出可能にすること
もできる。このようなデバイスもしくはスキャナは、装着可能な電子デバイス１８に関連
付けることもできる。プランジャー３２の可視性を向上させることは、画像処理機能によ
る認識を向上させ、かつプランジャー３２の位置のより正確な測定を可能にすることによ
り、量の推定を向上させることができる。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、さらなる電子的な、または機械的なセンサが、液送達装置２
８と関連付けられて、液送達のさらなる証拠または確認を提供することができる。例えば
、センサは、液送達装置２８の注射針３６の近くに配置され得る。センサは、いつ針３６
が患者に正しく挿入されたかを記録することができ、また液が、針３６を通過し、患者に
排出されたことを保証する。センサにより収集されたデータは、近距離通信に適合された
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）などの無線送信器であることが望ましい無線送信器によ
り、装着可能な電子デバイス１８に送信され得る。液送達装置２８上にセンサを直接含め
ることは、液送達装置２８および関連する電子装置の複雑さを増すが、患者への液送達が
実際に行われたことのさらなる確認を提供するので有利である。
【００４８】
　識別タグ３０の位置を特定し、読み取るために、かつ投与の終了確認を提供するために
使用されるのに加えて、装着可能な電子デバイス１８の画像取込み機能はまた、液送達処
置を保存し、かつ記録するために利用され得る。例えば、注入プロセス（例えば、針を患
者の静脈に挿入するなど）の画像、空の注射器の画像、および廃棄された注射器の画像が
得られ、かつ患者の電子レコードに含まれ得る。これらの画像のそれぞれは、タイムスタ
ンプと共に組み込まれ得る。タイムスタンプは、処置が行われた正確な時間を用いて、患
者の医療レコードを更新するために使用され得る。
【００４９】
　装着可能な電子デバイス１８は、システムの画像取込みおよび他の機能により収集され
たデータを、使用しやすく、容易にアクセス可能な方法で技術者に提示するように構成さ
れる。データは、装着可能な電子デバイス１８の表示部分１６を介して、技術者の視野内
に直接、明瞭かつ簡潔な方法で技術者に提示されることが望ましい。
【００５０】
　装着可能な電子デバイス１８を装着した技術者により見られ、かつ仮想レイヤ２２およ
び現実レイヤ２４を共に含む例示的な視野１００が、図２で示されている。図２で示され
るように、仮想レイヤ２２は、ユーザインタフェース１１０を含む。ユーザインタフェー
ス１１０は、患者の名前、および患者の識別番号など、患者に関する情報を有する見出し
バー１１２もしくはタイトルを含むことができる。見出しバー１１２もしくはタイトルは
また、実施される医療処置の記述、または注入のタイプもしくは必要な液送達デバイスに
関する情報を含むことができる。ユーザインタフェース１１０はまた、注射器内に残って
いる推定される液を示す注射器量インジケータアイコン１１４を含むことができる。アイ
コン１１４は、操作者が、いつすべての液が患者に注入されたかを容易に決定することが
でき、したがって、投与終了インジケータとして働く。最後に、ユーザインタフェース１
１０はまた、識別タグ確認アイコン１１６を表示することができる。アイコン１１６は、
識別タグ３０が、画像取込み機能により得られた画像上で識別されたときに示すこともで
きる。さらに識別タグ確認アイコン１１６は、実施される特定の処置に必要な液送達装置
２８が認識されたときなど、識別タグ３０が正しいという確認を示すことができる。識別
タグ３０の位置が特定できない場合、または正しくない識別タグ３０が見出された場合、
アイコン１１６は、警告を表示し、注入は実施されるべきではないことを技術者に示すこ
とができる。
【００５１】
　上記で述べたように、仮想レイヤ２２は、操作者の全体視野１００を遮ることはない。
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したがって、操作者は、ユーザインタフェース１１０が見えていても、なお、現実レイヤ
２４が見える。したがって、技術者は、処置を実施する準備をしながら、どの警告も見る
ことができる。その結果、技術者が、液注入の準備に忙しいために警告を見逃す可能性は
、実質的に低減される。
【００５２】
　図３Ａを参照すると、さらなる実施形態に従って、患者の薬剤または液送達を確実に行
うためのシステム１０ｂが示されている。システム１０ｂは、頭部装着型眼鏡の形態のフ
レーム２０を有する装着可能な電子デバイス１８を含む。図３Ａのシステム１０ｂでは、
装着可能な電子デバイス１８は、本明細書のいずれかで述べたように、ステップ（ａ）で
、液送達装置を可視化するために、またステップ（ｂ）で、患者の手首の周りに装着され
るリストバンド４０の形態で患者ＩＤ３８を可視化するために使用され得る。本明細書で
は、ステップ（ａ）および（ｂ）は、任意の順序で達成され得ることに留意されたい。リ
ストバンド４０は、ＱＲコード（登録商標）を有する識別タグ４２を含む。患者ＩＤ３８
はまた、識別タグ４２もしくはＱＲコードの近くに一意の視覚的なマーカもしくは表示を
含み、装着可能な電子デバイス１８の画像取込み機能をトリガすることができる。一意の
マーカが識別されたとき、頭部装着型眼鏡の形態のフレーム２０を有する装着可能な電子
デバイス１８は、ＱＲコードを見出し、かつ読み取るために、取り込まれた画像の処理を
開始する。患者ＩＤ３８はまた、ＮＦＣタグ（例えば、ＲＦＩＤ）、画像処理機能により
識別され、かつ読み取られ得る、テキストなどの視覚的なコーディング、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（登録商標）もしくは同様の近距離データ送信アンテナ、ならびに他の近接感知技術
など、さらなる符号化もしくは識別技術を含むことができる。患者ＩＤ３８は、患者に関
する情報を含み、また任意選択で、患者データシステム上の電子患者レコードに直接リン
クされ得る。患者ＩＤ３８は、患者の位置を決定するために、ＧＰＳなど、位置を提供す
る技術をさらに含むことができる。技術者は、患者ＩＤ３８を走査して、実施される処置
、または将来の液送達がいつ実施されるべきかに関するスケジュール、ならびに患者のい
ずれかの知られた医療状態など、患者に関する情報を得ることができる。患者ＩＤ３８は
、装着可能な電子デバイス１８を患者の電子的なレコードにリンクさせるので、注入の時
間、注入の持続期間、または注入される液量など、処置中に取られたいずれの情報または
文書化も、患者の電子レコードに送信されて、そこで記憶され得る。本明細書で論ずるよ
うに、情報の表示は、図１を参照して述べられた眼鏡に取り付けられたディスプレイ１６
で、装着可能な電子デバイス１８の装着者に提供される。
【００５３】
　図３Ｂを参照すると、図３Ａを参照して上記で述べたように、患者の薬剤もしくは液の
送達を確実に行うためのシステム１０ｂが示されており、装着可能な電子デバイス１８は
、スマートウォッチなど、手首に取り付けたディスプレイ１９の形態で提供される。本明
細書で述べるように、物理的にユーザの手首上に配置されているがディスプレイ１６と同
様の機能を提供する手首に取り付けられたディスプレイ１９を介して、ディスプレイ１６
が調整されることを除き、図３Ｂのシステムは、図３Ａのシステムと同様に機能する。図
３のシステム１０ｂでは、装着可能な電子デバイス１８は、本明細書のいずれかで述べた
ように、ステップ（ａ）で、液送達装置を可視化するために、かつステップ（ｂ）で、患
者の手首周りに装着されたリストバンド４０の形態で、患者ＩＤ３８を可視化するために
使用され得る。本明細書では、ステップ（ａ）および（ｂ）は、任意の順序で達成され得
ることに留意されたい。
【００５４】
　図４を参照すると、患者に液送達を確実に行うためのシステム１０ｃのさらなる実施形
態が示されている。システム１０ｃは、様々な液容器４６、すなわち、静脈内治療（ＩＶ
）バッグ、関連する管４８、および患者の静脈の中へと延びるカテーテル５０を含む輸液
セット４４などの液送達装置２８を介して、患者に液を投与するために使用される。管４
８は、１または複数のアクセスポート５２をさらに含むことができる。注射器５４は、さ
らなる、または異なるタイプの医療用液を患者に提供するためにアクセスポート５２に接
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続され得る。前に述べられた実施形態のように、システム１０ｃは、装着可能な電子デバ
イス１８、液送達装置２８、および装着可能な電子デバイス１８により読み取り可能な識
別タグ３０を含む。識別タグ３０は、液送達装置２８に関する識別情報を含む、またはそ
れに関連付けられる。システム１０ｃは、実施される処置、および注入される液を確認し
、必要なデバイスおよび装置を識別し、液が患者に投与されていることを確認し、かつ処
置を記録する。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、システム１０ｃは、輸液セット４４が正しく取り付けられ、
かつ接続されたことを確認するように構成され得る。例えば、画像処理機能は、輸液セッ
ト４４、液容器４６、およびカテーテル５０の様々な接続点を識別することができる。シ
ステム１０ｃは、次いで、要素が正しく接続されていることを確認することになる。適切
な接続が識別されなかった場合、システム１０ｃは、技術者に、液送達を開始する前に接
続を調べるように警告することができる。システム１０ｃはまた、様々な他のデバイスメ
ンテナンス警告を提供することもできる。例えば、システム１０ｃは、所定の留置時間限
度に達したとき、技術者に警告することができる。同様に、システム１０ｃは、システム
メンテナンスが実施されるべきであるとき、様々な間隔で技術者に警告することができる
。
【００５６】
　いくつかのさらなる実施形態では、システム１０ｃは、輸液セット４４の滴数（drip c
ount）を視覚的に監視して、液送達速度を確立し、かつ確認するように構成される。例え
ば、装着可能な電子デバイス１８の画像取込み機能は、カテーテル５０の挿入の時間を記
録することができる。画像取込み機能は、次いで、所定の時間期間の間、液容器４６の流
出ポートを記録して、カテーテル４６から輸液セット４４の中に流れる液滴を記録するこ
とになる。装着可能な電子デバイス１８の画像処理機能は、個々の液滴を識別して、ある
期間にわたり、患者に送達された液を推定する。システム１０ｃは、所定の液量の送達に
関して、十分な期間が経過したとき、警告を送るように構成され得る。
【００５７】
　図１～図４を参照すると、システム１０ａ、１０ｂ、１０ｃを使用する場合、技術者は
装着可能な電子デバイス１８を身に付ける。例えば、技術者は、シフトの開始時に、また
は特定の注入もしくは液送達処置の実施を開始する前に、装着可能な電子デバイス１８を
身に付けることができる。装着可能な電子デバイス１８が定位置にあり、電源オンされた
とき、装着可能な電子デバイス１８は、往診すべき患者、および実施すべき処置を備えた
タスクリストなどの初期の指示を、技術者に提供する開始画面を表示することができる。
装着可能な電子デバイス１８はまた、正しい人物に正しい指示が与えられたことを保証す
るために、技術者に質問して本人であることを確認することができる。患者と最初に接触
したとき、技術者は、装着可能な電子デバイス１８を使用して、患者ＩＤ３８の画像を取
り込む。患者ＩＤ３８に関する、またはそれに関連付けられた情報に基づいて、実施され
る注入を含む、患者に関する医療情報が得られる。得られた情報は、処置を実施するため
の指示と共に、ユーザインタフェース１１０上に表示される。表示された指示に基づき、
技術者は、適切な液送達装置２８、および必要に応じて、液送達装置２８の中に装填する
ための医療用液バイアルもしくはカートリッジを含む、注入に必要な品目を得ることがで
きる。操作者が、その視野１００内に注入装置および他の品目が「見えた」とき、装着可
能な電子デバイス１８は、その品目に取り付けられた識別タグ３０を識別し、かつ読み取
る。システム１０ａ、１０ｂ、１０ｃは、得られた医療用品目を調べて、処置に必要な品
目だけが入手され、かつさらなる品目は必要ないことを確認することができる。品目が入
手され、システムにより識別されると、ユーザインタフェース１１０上の指示が更新され
る。例えば、正しい品目が得られた場合、ユーザインタフェース１１０に確認メッセージ
が表示され得る。正しくない品目が入手された場合、警告が技術者に提示され得る。警告
は、ユーザインタフェース１１０に表示されるアイコンなどの視覚的なもの、ならびに触
覚的、聴覚的なもの、またはそれらの任意の組合せとすることができる。
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【００５８】
　品目が得られた後、技術者は医療処置を実施する。技術者が処置を実施すると、注入作
業は、注入を検証するために監視される。例えば、装着可能な電子デバイス１８は、患者
の皮膚内に、針３６が挿入されたことを保証することができ、また液が、液送達装置２８
から排出されたことを保証することができる。注入の時間および日付、ならびに技術者の
名前を含む情報は記録され、かつ患者データシステムなどの外部システムに送信され得る
。したがって、収集された情報は、患者のデジタルレコード内に自動的に含まれ得る。情
報はまた、請求書発行のために、または必要に応じて、第３者の保険業者に送信され得る
。
【００５９】
　いくつかのさらなる実施形態では、時間および日付情報は、将来の医療処置のための基
本線を確立するために使用され得る。その基本線は、輸液をどの位の長さで実施すべきか
を決定するために、または輸液セット４４を調べる回数を設定するために使用され得る。
同様に、注射器または注入器から注入する場合、次に行われる治療をスケジュールするた
めに、基本線時間データが使用され得る。この情報に基づいて、システム１０ａ、１０ｂ
、１０ｃは、その後の治療が提供されるべきであるとき、ユーザインタフェース１１０に
警報もしくは警告を示すように構成され得る。
【００６０】
　本発明の別の態様によれば、また図５および図６を参照すると、医療用の検査および診
断に関して検査標本を取得するためのシステム１０ｄおよび方法が示される。システム１
０ｄは、標本識別、収集確認、サンプルおよび結果追跡、ならびに患者データ情報システ
ムへの統合を確立するために、自動的な、非臨床的に破壊的な（non-clinically disrupt
ive）、手を使用しない方法を提供するので有利である。システム１０ｄは、サンプルが
得られたときに開始する液サンプルの過程管理を追跡するように構成され、標本検査もし
くは報告結果を通して継続することができる。さらに、システム１０ｄは、既存の患者デ
ータシステムと自動的に統合され、したがって、収集されるサンプルのタイプに関する、
また実施される検査に関する情報が、技術者に表示され得る。
【００６１】
　前に述べられた実施形態のように、システム１０ｄは、装着可能な電子デバイス１８を
含む。システム１０ｄはまた、より大きな血管外液収集システムの一部とすることができ
る血液サンプリングデバイス５６を含む。血液サンプリングデバイス５６は、より大きな
血管外液収集システムと、標本収集容器５５の内部との間で流体接続を提供する。血液サ
ンプリングデバイス５６は、その遠位端に、概してスパイクまたはポートを含む。標本収
集容器５５は、血液サンプリングデバイスを介して液サンプルを収集するために、スパイ
クまたはポート上に挿入され得る。血液サンプリングデバイス５６はまた、血液サンプリ
ングデバイス５６の近位の開口部を通して、不連続な数の液滴など、少量の液サンプルを
排出するように構成され得る。血管外システムは、血液サンプリングデバイス５６、標本
収集容器５５、延長管５７、および血管アクセスデバイスなどの侵襲性のアクセスデバイ
ス（図１０で示される）を含む。あるいは、サンプリングデバイス５６は、構成要素の数
を減らし、かつ収集およびサンプリングプロセスを簡単化するために、延長管５７などの
さらなる構成要素を使用せずに、静脈内カテーテルハブに直接接続され得る。
【００６２】
　システム１０ｄは、ポイントオブケア検査デバイス５８をさらに含むことができる。検
査片、スライドガラス、および診断カートリッジは、血液サンプルを受け取り、１または
複数の生理学的かつ生化学的状態に関して血液を検査するポイントオブケア検査デバイス
５８である。検査カートリッジの例は、Ａｂｂｏｔｔ企業グループからのｉ－ＳＴＡＴ（
登録商標）検査カートリッジを含む。ｉ－ＳＴＡＴ（登録商標）カートリッジなどの検査
カートリッジは、化学物質および電解質の存在、血液学、血液ガス濃度、凝固、または心
臓マーカを含む様々な状態に対して検査を行うために使用され得る。
【００６３】
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　当技術分野で知られているように、血液サンプリングデバイス５６は、矢印２１０で示
されるように、血管外液収集システムからの接続を解除することができる。接続が解除さ
れた血液サンプリングデバイス５６は、矢印２１２で示されるように、液サンプルの一部
を、ポイントオブケア検査デバイス５８に導くために使用される。液サンプルは、ポイン
トオブケア検査デバイス５８に、色を変えさせる、または何らかの他の識別可能な変換を
受けさせて、検査器具により読み取られ、かつそれと共に使用されたとき、いくつかの分
析物が液サンプル中に存在するか否かを識別する。システム１０ｄのいくつかの実施形態
では、装着可能な電子デバイス１８は、使用されるポイントオブケア検査デバイス５８の
画像を取り込むように構成され得る。画像処理機能は、ポイントオブケア検査デバイス５
８を読み取り、かつ検査結果を決定するように構成され得る。あるいは、画像は、遠隔の
場所に送信されることができ、そこで画像は、適切な医療専門家により読み取られる、ま
たは解釈され得る。
【００６４】
　システム１０ｄの前の実施形態のように、システム１０ｄは、様々な容器もしくは血液
サンプリングデバイス５６、血管アクセスデバイスなどの侵襲性のアクセスデバイス、お
よびポイントオブケア検査デバイス５８に取り付けられた識別タグ３０を含む。識別タグ
３０は、容器もしくはデバイスに関する識別情報を含む、またはそれに関連付けられる。
識別情報は、血液サンプリングデバイス５６もしくは容器のタイプ、容器もしくはデバイ
スが使用される処置、または得られるサンプルの液量を含むことができる。識別情報はま
た、各容器に対する一意の指定を含むことができ、液サンプルを中に入れた後、システム
１０ｄが容器を追跡できるようにする。本発明の前に述べられた態様のように、識別タグ
３０は、装着可能な電子デバイス１８の画像取込み機能により読み取られ得るバーコード
またはＱＲコードなど、任意のタイプの表示とすることができる。識別タグ３０はまた、
装着可能な電子デバイス１８に関連付けられたアンテナもしくは送信器により読み取られ
得るＲＦＩＤタグなどのＮＦＣタグとすることもできる。
【００６５】
　システム１０ｄはまた、患者により装着されたリストバンド４０など、患者ＩＤ３８を
含むことができる。患者ＩＤ３８は、患者情報を含む、またはそれに関連付けられた、Ｑ
Ｒコードなどの識別タグ３０を含む。患者ＩＤ３８は、装着可能な電子デバイス１８に、
外部の患者データベースシステム上に記憶された患者情報など、患者の電子情報にアクセ
スできるようにする。装着可能な電子デバイス１８は、患者データを受け取り、かつ関連
する情報を技術者に表示するように構成される。
【００６６】
　図６を参照すると、装着可能な電子デバイス１８は、技術者に、ユーザインタフェース
１１０を含む仮想レイヤ２２を見えるようにする。ユーザインタフェース１１０は、理解
するのが容易な方法で、関連する重要な情報を技術者に提供するように設計される。例示
的なユーザインタフェース１１０が図６で示されている。しかし、ユーザインタフェース
１１０の情報、コンテンツ、および設計は、医療施設もしくは医療処置の特定のタイプに
適合され得ることを理解されたい。インタフェース１１０の外観は、特定の技術者の好み
に基づいて適合させることもできる。
【００６７】
　ユーザインタフェース１１０は、患者に関する情報、実施される検査、使用される容器
、および他の関連するデータを表示する１または複数の情報部分を含む。例えば、ユーザ
インタフェース１１０は、患者ＩＤ番号などの患者識別情報を有する部分１１８を含むこ
とができる。患者情報部分１１８はまた、指示されたサンプルのタイプに関する情報、お
よび指示されたサンプルが得られたときの視覚的な確認を含むことができる。ユーザイン
タフェース１１０はまた、識別タグ確認アイコン１１６など、識別タグ部分を含むことが
できる。識別タグ確認アイコン１１６は、識別タグ３０が認識され、かつ正しく読み取ら
れたとき、視覚的な表示を含むことができる。ユーザインタフェース１１０はまた、試験
管など、サンプル収集容器のアイコン１２２を示すサンプル収集部分１２０を含むことが
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できる。アイコン１２２は、サンプルが容器内に安全に封止されたとき、外観を変えるこ
とができる。いくつかの実施形態では、アイコン１２２は、容器が液サンプルで満たされ
ていることを視覚的に示すことができ、また十分な液量が得られているとき、視覚的な警
告を表示することができる。
【００６８】
　使用する場合、技術者は、患者情報が、装着可能な電子デバイス１８により読み取られ
得るように、装着可能な電子デバイス１８の視野１００内に患者ＩＤ３８を置いて患者Ｉ
Ｄ３８を走査することにより開始することができる。患者情報に基づいて、患者および実
施される検査に関する詳細が、ユーザインタフェース１１０上で技術者に表示される。技
術者は、次いで、血液サンプリングデバイス５６、および実施される特定の処置に必要な
他の品目を収集することができる。いくつかの実施形態では、装着可能な電子デバイス１
８は、各品目を、例えば、その品目に取り付けられた識別タグ３０を認識し、かつ読み取
ることにより、技術者により入手されたときに認識することができる。ユーザインタフェ
ース１１０は、各必要な品目が取得された後、技術者に知らせることができる。ユーザイ
ンタフェース１１０はまた、必要な品目がまだ取得されていない、または認識されていな
い場合、警告を表示することができる。
【００６９】
　ユーザインタフェース１１０は、次いで、液サンプルを入手する指示を表示することが
できる。これらの指示は、必要な液量、示唆された血管アクセス部位、または任意の他の
関連情報を含むことができる。技術者は、次いで、血液サンプリングデバイス５６または
他の適切な容器の中に、サンプルを収集する。装着可能な電子デバイス１８の画像取込み
機能は、サンプルで満たされたサンプリングデバイス５６もしくは容器の画像を取り込む
ことができ、かつ十分な液量が得られたとき、技術者に警告することができる。サンプル
が得られた後、技術者は、サンプリングデバイス５６もしくは容器を封止することができ
る。装着可能な電子デバイス１８の画像取込み機能は、サンプルが得られたことを記録し
、かつ時間、およびサンプリングデバイス５６もしくは容器に関する一意の識別番号を記
録することができる。このように、容器は、特定の患者へと電子的に結びつけられて、サ
ンプルが失われる、または誤った患者に識別される可能性が低減される。
【００７０】
　ポイントオブケア検査が実施されるべき場合、検査の実施に関する詳細が技術者に提示
され得る。技術者は、検査デバイス５８を、例えば、それをテーブルもしくは他の適切な
表面上に置くことによって準備する。表面は、装着可能な電子デバイス１８により取得さ
れる検査デバイス５８の画像品質を向上させるために、白もしくは同様の高コントラスト
色であることが好ましい。検査デバイス５８の識別タグ３０は、画像取込み機能により識
別され、かつ記録される。技術者は、次いで、例えば、検査デバイス５８上に１滴の液サ
ンプルを置くことにより、検査を実施することができる。システム１０ｄは、実施される
検査に対する所定の期間を待機し、次いで、使用された検査デバイス５８の画像を得るこ
とができる。取り込まれた画像は、検査結果を決定するために処理され得る。あるいは、
技術者は、検査結果を視覚的に決定し、かつ装着可能な電子デバイス１８のデータ入力機
能を用いて情報を記録することができる。検査デバイス５８が保存され、かつ実験室もし
くは他の施設に送られる必要がある場合、画像取込み機能は、正しい過程管理を確実に行
うために、使用された特定の検査デバイス５８に関する識別タグ３０および識別情報を記
録することができる。システム１０の前の実施形態のように、装着可能な電子デバイス１
８は、サンプル取得および検査プロセスの各ステップを監視する。技術者が、ステップを
ミスした場合、ユーザインタフェース１１０は、技術者に警告して、いずれかの誤りを訂
正するための指示を提供することになる。
【００７１】
　本発明の別の態様によれば、また図７～図１０を参照して、血管アクセスデバイス６０
などの侵襲性のアクセスデバイスの挿入中の向上された視覚化のための、また留置した血
管アクセスデバイス６０の評価のためのシステム１０ｅが示されている。血管アクセスデ
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バイス６０は、これだけに限らないが、注射器、皮下針、末梢静脈内カテーテル、血液収
集セット、中心静脈ライン、またはこれらの要素の任意の組合せを含む、注入するための
、または静脈から液サンプルを取得するための任意の適切なデバイスとすることができる
。例示的な血管アクセスデバイス６０は、Ｂｅｃｔｏｎ、Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎ　ａｎｄ　
ＣｏｍｐａｎｙによるＡＵＴＯＧＵＡＲＤ（商標）シールドカテーテル、統合された末梢
静脈内カテーテル、翼付き針セット、および血液収集セットなど、真っ直ぐな、ポート付
きの静脈内カテーテルを含む。本システムと共に使用される例示的なカテーテルが、図１
０で示されている。前に述べられた実施形態のように、システム１０ｅは、実施される医
療処置を識別するために、かつ治療確認を行うために、患者データシステムと統合され得
る。
【００７２】
　システム１０ｅは、上記で詳細に述べられた装着可能な電子デバイス１８を含む。シス
テム１０ｅは、血管アクセスデバイス６０をさらに含む。血管アクセスデバイス６０は、
血管アクセスデバイス６０に関する情報を含む、またはそれに関連付けられた１または複
数の識別タグ３０を含むことができる。情報は、針の太さおよび長さ、ならびに特定の処
置に必要な他の関連情報を含むことができる。システム１０ｅは、患者により装着される
患者ＩＤ３８（図３で示される）をさらに含むことができる。患者ＩＤ３８は、システム
１０ｅが患者を自動的に識別できるようにし、また患者の電子レコードにリンクされ得る
。
【００７３】
　いくつかの実施形態では、装着可能な電子デバイス１８はまた、解剖学的構造を外部的
に、または内部的に向上させる超音波もしくは他の走査デバイスなど、さらなるシステム
を含む、またはそれに関連付けられる。この向上された解剖学的構造は、針挿入に適切な
静脈の位置の視覚的な表示（例えば、仮想トレース６２）を提供することにより、血管ア
クセスデバイス６０の位置決めにおいて技術者を助けることができる。技術者は、仮想ト
レース６２の位置に基づいて、血管アクセスデバイス６０の針を方向付けることができる
。
【００７４】
　いくつかの実施形態では、仮想トレース６２は、装着可能な電子デバイス１８の表示機
能を用いて、技術者の視野１００に投影される。仮想トレース６２は、静脈がどこに存在
するかを示すコンピュータで生成された画像もしくはアイコンとすることができる。静脈
の位置は、いくつかの様々な画像処理技法により決定され得る。システム１０ｅの一実施
形態では、注入部位の画像は、装着可能な電子デバイス１８の画像取込み機能により取り
込まれる。取り込まれた画像に対して実施される画像処理は、画像上の様々な解剖学的マ
ーカを識別する。例えば、腕（例えば、手首、肘、指など）の部分の解剖学的位置が識別
され得る。代替的実施形態では、解剖学的マーカは、患者の皮膚の外部上に直接配置され
る、または包帯に適用され得る。これらの解剖学的マーカの位置、マーカ間の距離、およ
び画像取込み機能に対する腕の方向付けに基づいて、腕の寸法および形状が計算され得る
。腕の位置および寸法が識別された後、近似的な静脈位置が推定され得る。これらの推定
に基づいて、仮想トレース６２は、近似された位置で、技術者の視野１００に投影される
。仮想トレース６２は、患者の腕を含む、視野１００の現実レイヤ２４上で見ることがで
きる。
【００７５】
　図８を参照すると、いくつかの実施形態では、解剖学的な位置決めに基づいた視覚化が
、超音波、赤外線撮像、磁気共鳴撮像（ＭＲＩ）、またはそれらの組合せなど、様々な外
部の撮像デバイスを用いて得られた読み取りに基づいて向上される。図８で示されるよう
に、システム１０ｅは、制御モジュール６６を備え、かつワンド６８もしくはスキャナに
取り付けられた外部の超音波モニタ６４を備える。制御モジュール６６は、一体化された
ディスプレイを含むことができる。超音波モニタ６４は、侵襲性の処置を行う前に、患者
の血管の解剖学的構造の初期画像を得るために使用され得る。得られた超音波画像は、動
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脈と静脈の間を解剖学的に区別するのに役立つことができ、どの静脈が、特定の血管アク
セスに最も適しているかを決定するのに役立つことができ、かつ特定の静脈に対する正し
いカテーテル寸法および長さを選択するのを支援することができる。デジタルカメラ１２
により取り込まれる注入部位の画像は、超音波走査を得ることを用いて、２つの画像を並
べるのを容易にするように同時に取り込まれ得る。
【００７６】
　画像が取得され、望ましい侵襲性アクセス部位および静脈が決定された後、この位置情
報は、装着可能な電子デバイス１８に送信され、取り込まれた画像を処理することにより
得られた解剖学的位置決め情報と共に使用されて、仮想トレース６２に対する位置を決定
する。好ましい静脈および注入部位の近似的な位置は、技術者の視野１００の中に投影さ
れる（図１０で示される）。仮想静脈トレース６２は、技術者にさらなる情報を提供する
ためにカラーコードが付けられる、または動画化され得る。例えば、静脈直径情報が、各
仮想静脈トレース６２の隣に投影されて、技術者が適切な寸法の静脈を選択するのを支援
し、かつ適切な寸法のカテーテルを選択するのを支援することもできる。同様に、異なる
寸法の静脈が、異なる色で表示され、選択プロセスを支援することもできる。
【００７７】
　超音波などの撮像デバイスにより得られたデータを統合することは、技術者に投影され
た外部の視覚化情報の選択性、正確さ、および特異性を向上させる。したがって、技術者
は、表示された静脈位置が正しく、かつ使用される血管アクセスデバイス６０のタイプに
対して寸法が適した静脈であると確信することができる。
【００７８】
　静脈解剖学的構造の超音波画像は、患者のレコードに含めるために、装着可能な電子デ
バイス１８上に局所的に保管される、または患者データベースシステムなどの外部のデー
タデバイスに送信され得る。超音波画像は、次いで、静脈選択を支援するために、その後
の血管アクセス治療に対しても自動的に提供され得る。
【００７９】
　挿入が実施された後、システム１０ｅは、静脈内に、血管アクセスデバイス６０の針が
正しく配置されたことを確認するために、実時間の超音波画像を取得するように構成され
得る。同様に、システム１０ｅは、挿入に関する時間および日付スタンプを記録し、この
ような情報を患者のレコードに含めることもできる。システム１０ｅはまた、血管挿入の
位置を記録することもできる。この情報は、患者の体の同じ領域における反復挿入を阻止
するために使用され得る。
【００８０】
　いくつかのさらなる実施形態では、超音波モニタ６４は、実時間情報を技術者に提供す
るように構成され得る。例えば、装着可能な電子デバイス１８のユーザインタフェース１
１０は、技術者の視野１００に、超音波モニタ６４を用いて得られた実時間画像を提供す
るように構成され得る。このように、技術者は、血管アクセスデバイス６０が、所望の静
脈中に正しく挿入されたことを保証するために、挿入プロセスを「注視する」こともでき
る。このような実時間情報は、挿入プロセス中に生ずる可能性のある解剖学的構造および
デバイス位置の変化に対して、技術者が修正できるようにする。同様に、このような実時
間のシステムは、留置した血管アクセスデバイス６０の静脈構造における実行可能性、位
置、および変化を評価するのに有用であり得る。したがって、技術者は、いつ留置した血
管アクセスデバイス６０が取り外される、もしくは再配置される必要があるかを良好に決
定できるようになる。
【００８１】
　さらなる実施形態では、装着可能な電子デバイス１８は、患者の皮膚上に、１または複
数のＬＥＤ電球もしくはレーザライトパイプにより提供される光など、光の投影もしくは
放射により皮下照明を行うための手段を含むことができる。投影される光は、静脈の視覚
化を向上させることができ、かつ取り込まれた画像の品質を改善させるために使用され得
る。向上され、取り込まれた画像は、画像処理機能により提供される近似された仮想トレ
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ース６２を改善するために使用され得る。カニューレ間照明、またはカテーテルストライ
プを用いる照明がまた、本発明の範囲に含まれる動脈および静脈の実際の視覚化を高める
ために使用され得る。
【００８２】
　本システムの侵襲性デバイスはまた、超音波システムで使用するように磁化され得る材
料から構成されることができ、超音波システムは、磁気機能を利用して視覚化を向上させ
、そして侵襲性デバイスが、目標とする解剖学的構造の方へと移動するとき、経路の形で
投影手段を提供する。
【００８３】
　前に述べられたシステム１０ｅのように、技術者の視野１００の仮想レイヤ２２に投影
されたユーザインタフェース１１０は、実施される処置、使用されるデバイス、および挿
入プロセスの進行に関する重要な情報を、技術者に簡便に、手を使用せずに伝えるのに有
利である。図８を参照すると、システム１０ｅの全体的なユーザの視覚的な体験は、患者
の血管の解剖学的構造を強調し、技術者に改善された挿入成功をもたらす、技術者の視野
１００（図１０で示される）上に投影された仮想レイヤ２２を有することを含む。図９は
、患者の腕の一部を含む仮想静脈トレース６２の概略図である。
【００８４】
　図１０を参照すると、現実レイヤ２４上に投影された仮想レイヤ２２を含む技術者の視
野１００のさらなる実施形態が示されている。仮想レイヤ２２は、見出しバー１１２から
なるユーザインタフェース１１０を含み、見出しバー１１２は、患者識別情報、および実
施される処置に関する情報を含む。ユーザインタフェース１１０はまた、血管アクセスデ
バイス６０の針が静脈内にあるとき、または針が突き刺されたとき、技術者に示す警告部
分１２４、および侵襲性デバイスが目標とする皮下解剖学的構造に対して配置されている
間における侵襲性デバイスの投影された軌跡を含む。ユーザインタフェース１１０はまた
、静脈に対する針の位置を示す１または複数の概略的な画像１２６を含む。例えば、１つ
の概略的な画像１２６Ａは、上面図からの静脈に対する針の位置を示しており、針を左も
しくは右に、前方もしくは後方に移動される必要があるかどうかを技術者に示すことがで
きる。ユーザインタフェース１１０はまた、静脈に対して針の深さを示す立面図もしくは
側面図を描く第２の概略的画像１２６Ｂを含むことができる。所望の構造の他の画像もし
くはビューを示すさらなる概略的な図面が、ユーザインタフェース１１０で見るために提
供され得ることが本明細書ではさらに企図される。例えば、他のビューは、第１の概略的
な画像１２６Ａ、または第２の概略的な画像１２６Ｂで示された画像の横断面図を含むこ
とができる。あるいは、超音波プローブなど、平面外から得られた画像もまた提供され得
る。最後に、ユーザインタフェース１１０は、カテーテルもしくは針の太さもしくは長さ
など、血管アクセスデバイス６０に関する一定の情報を示すアイコン１２８を含むことが
できる。
【００８５】
　使用する場合、技術者は、どの処置が実施されるべきであるかを決定し、かつ必要な機
器を入手することにより開始する。システム１０ｅの前の実施形態のように、技術者は、
この情報を、患者ＩＤ３８を走査することにより決定することができる。患者ＩＤ３８か
ら得られた情報に基づいて、ユーザインタフェース１１０は、実施される処置に関する指
示、どの品目が入手される必要があるかに関する指示、および処置もしくは患者に関する
任意の他の関連情報を表示することができる。技術者は、次いで、処置のための品目を、
すなわち、血管アクセスデバイス６０を入手する。システム１０ｅは、品目ごとに識別タ
グ３０を走査することにより、正しい品目が得られていることを検証することができる。
警告は、必要とされる品目を得るのに技術者が失敗した場合に、表示することができる。
【００８６】
　注入または血管アクセス処置を実施する前に、技術者は、超音波モニタ６４などの撮像
デバイスのワンド６８もしくはスキャナを用いて、所望の挿入部位を走査し、患者の血管
系の皮下３次元画像を取得することができる。システム１０ｅは、自動的に、得られた画
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像を処理し、かつ血管アクセスデバイス６０の挿入に適した静脈を識別することができる
。静脈が識別されている間に、装着可能な電子デバイス１８のデジタルカメラ１２など、
画像取込み機能を用いて、注入部位の画像がまた得られる。取り込まれた画像を処理する
ことは、様々な解剖学的マーカを識別するが、それは、患者の腕、または他の選択された
注入部位の寸法、形状、および方向付けを決定するために使用される。これらの処理作業
に基づいて、本明細書では仮想静脈トレース６２と呼ばれる静脈のトレースが、ユーザイ
ンタフェース１１０上で技術者に示される。技術者は、仮想トレース６２に基づいて血管
アクセスデバイス６０の針の位置決めを行う。技術者は、次いで、針を静脈内に挿入する
。ユーザインタフェース１１０は、針が正しく配置されたとき、警告または確認を表示す
ることができる。
【００８７】
　針の位置決めを支援することに加えて、システム１０ｅは、処置が、実際に正しく行わ
れたことを確認するために、挿入作業を記録する。例えば、挿入の時間、挿入位置、技術
者の名前、挿入部位、および他の情報が、装着可能な電子デバイス１８から患者データシ
ステムに送信され得る。情報は、将来の挿入処置を実施するのを支援するために記録され
る。
【００８８】
　本発明の特有の実施形態が詳細に述べられてきたが、本開示の教示全体を考慮すると、
これらの詳細に対する様々な変更形態および代替形態が開発され得ることが当業者であれ
ば理解されよう。したがって、開示された特定の構成は、例示的なものに過ぎず、本発明
の範囲に関する限定を意味するものではなく、本発明の範囲は、添付された特許請求の範
囲、およびその任意のかつすべての等価な形態の完全な広さが与えられるべきである。さ
らに、本発明は、現在、最も実際的で、かつ好ましい実施形態であると考えられるものに
基づいて例示目的で詳細が述べられているが、このような詳細は、単にその目的のための
ものに過ぎないこと、および本発明は、開示された実施形態に限定されるものではなく、
その反対に、添付された特許請求の範囲の趣旨および範囲に含まれる変更形態および等価
な構成を含むように意図されていることを理解されたい。例えば、本発明は、可能な程度
に、任意の実施形態の１または複数の機能が、任意の他の実施形態の１または複数の機能
と組み合わされ得ることを企図するものであることを理解されたい。
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